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令和６年２月岡山県議会定例会追加提案予定条例

（Ｎｏ．１）

番号 題 名 提 案 課 概 要

１ 児童福祉法に基 指導監査室 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、医療型

づく児童福祉施 児童発達支援センターに関する規定を削除する等所要の改正を行うもの

設の設備及び運 である。

営の基準を定め 【主な内容】

る条例の一部を １ 医療型児童発達支援センターに関する規定を削除する。

改正する条例 ２ 児童発達支援センターの設備等の基準について内閣府令と同一の基

準に改める。

３ その他規定の整備を行う。

（施行期日 令和６年４月１日）

２ 児童福祉法に基 指導監査室 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関

づく指定通所支 する基準の一部改正等に鑑み、医療型児童発達支援に関する規定を削除

援の事業等の人 する等所要の改正を行うものである。

員、設備及び運 【主な内容】

営の基準等を定 １ 医療型児童発達支援に関する規定を削除する。

める条例の一部 ２ 指定児童発達支援の取扱方針等の基準について、内閣府令と同一の

を改正する条例 基準に改める。

３ その他規定の整備を行う。

施行期日 令和６年４月１日。ただし、３の一部に

ついては、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律等の一部を改正する法律

附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日

３ 児童福祉法に基 指導監査室 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関

づく指定障害児 する基準の一部改正に鑑み、指定入所支援の取扱方針等の基準を改める

入所施設等の人 等所要の改正を行うものである。

員、設備及び運 【主な内容】

営の基準等を定 １ 指定入所支援の取扱方針等の基準について、内閣府令と同一の基準

める条例の一部 に改める。

を改正する条例 ２ 指定障害児入所施設の移行支援計画の作成等の基準について、内閣

府令と同一の基準を定める。

３ その他規定の整備を行う。

施行期日 令和６年４月１日。ただし、３の一部に

ついては、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律等の一部を改正する法律

附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日
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令和６年２月岡山県議会定例会追加提案予定条例

（Ｎｏ．２）

番号 題 名 提 案 課 概 要

４ 障害者の日常生 指導監査室 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

活及び社会生活 く指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の

を総合的に支援 一部改正に鑑み、居宅介護計画の作成等の基準を改める等所要の改正を

するための法律 行うものである。

に基づく指定障 【主な内容】

害福祉サービス １ 居宅介護計画の作成等の基準について、内閣府・厚生労働省令と同

の事業等の人 一の基準に改める。

員、設備及び運 ２ 指定就労選択支援の事業を行う事業所の従業者の員数等の基準につ

営の基準等を定 いて、内閣府・厚生労働省令と同一の基準を定める。

める条例の一部 ３ その他規定の整備を行う。

を改正する条例 施行期日 令和６年４月１日。ただし、２及び３の

一部については、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律等の一部を改正す

る法律附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日

５ 障害者の日常生 指導監査室 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

活及び社会生活 く指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

を総合的に支援 に鑑み、従業者の員数等の基準を改める等所要の改正を行うものである。

するための法律 【主な内容】

に基づく指定障 １ 従業者の員数等の基準について、厚生労働省令と同一の基準に改め

害者支援施設の る。

人員、設備及び ２ 地域との連携等の基準について、厚生労働省令と同一の基準を定め

運営の基準等を る。

定める条例の一 ３ その他規定の整備を行う。

部を改正する条 （施行期日 令和６年４月１日）

例

６ 障害者の日常生 指導監査室 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

活及び社会生活 く障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑

を総合的に支援 み、療養介護計画の作成等の基準を改める等所要の改正を行うものであ

するための法律 る。

に基づく障害福 【主な内容】

祉サービス事業 １ 療養介護計画の作成等の基準について、内閣府・厚生労働省令と同

の設備及び運営 一の基準に改める。

の基準を定める ２ 就労選択支援の事業を行う事業所の規模等の基準について、内閣府

条例の一部を改 ・厚生労働省令と同一の基準を定める。

正する条例 ３ その他規定の整備を行う。

施行期日 令和６年４月１日。ただし、２及び３の

一部については、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律等の一部を改正す

る法律附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日
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令和６年２月岡山県議会定例会追加提案予定条例

（Ｎｏ．３）

番号 題 名 提 案 課 概 要

７ 障害者の日常生 指導監査室 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

活及び社会生活 く障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、職員

を総合的に支援 の配置等の基準を改める等所要の改正を行うものである。

するための法律 【主な内容】

に基づく障害者 １ 職員の配置等の基準について、厚生労働省令と同一の基準に改める。

支援施設の設備 ２ 地域との連携等の基準について、厚生労働省令と同一の基準を定め

及び運営の基準 る。

を定める条例の ３ その他規定の整備を行う。

一部を改正する （施行期日 令和６年４月１日）

条例

８ 社会福祉法に基 指導監査室 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、軽費

づく軽費老人ホ 老人ホームの協力医療機関等の基準を改める等所要の改正を行うもので

ームの設備及び ある。

運営の基準を定 【主な内容】

める条例の一部 １ 軽費老人ホームの協力医療機関等の基準について、厚生労働省令と

を改正する条例 同一の基準に改める。

２ その他規定の整備を行う。

施行期日 令和６年４月１日。ただし、

１の一部については、令和７年４月１日

２の一部については、条例の公布の日

９ 老人福祉法に基 指導監査室 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、養護

づく養護老人ホ 老人ホームの協力病院等の基準を改める等所要の改正を行うものであ

ームの設備及び る。

運営の基準を定 【主な内容】

める条例の一部 １ 養護老人ホームの協力病院等の基準について、厚生労働省令と同一

を改正する条例 の基準に改める。

２ その他規定の整備を行う。

（施行期日 令和６年４月１日）

10 老人福祉法に基 指導監査室 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、

づく特別養護老 特別養護老人ホームの協力病院等の基準を改める等所要の改正を行うも

人ホームの設備 のである。

及び運営の基準 【主な内容】

を定める条例の １ 特別養護老人ホームの協力病院等の基準について、厚生労働省令と

一部を改正する 同一の基準に改める。

条例 ２ その他規定の整備を行う。

（施行期日 令和６年４月１日）
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令和６年２月岡山県議会定例会追加提案予定条例

（Ｎｏ．４）

番号 題 名 提 案 課 概 要

11 介護保険法に基 指導監査室 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部

づく指定居宅サ 改正に鑑み、訪問リハビリテーション計画の作成等の基準を改める等所

ービス等の事業 要の改正を行うものである。

の人員、設備及 【主な内容】

び運営の基準等 １ 訪問リハビリテーション計画の作成等の基準について、厚生労働省

を定める条例等 令と同一の基準に改める。

の一部を改正す ２ その他規定の整備を行う。

る条例 施行期日 令和６年４月１日。ただし、

１の一部については、令和６年６月１日又は令

和７年４月１日

２の一部については、条例の公布の日又は令和

６年６月１日

12 介護保険法に基 指導監査室 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

づく指定介護老 に鑑み、指定介護老人福祉施設の協力病院等の基準を改める等所要の改

人福祉施設の人 正を行うものである。

員、設備及び運 【主な内容】

営の基準等を定 １ 指定介護老人福祉施設の協力病院等の基準について、厚生労働省令

める条例の一部 と同一の基準に改める。

を改正する条例 ２ その他規定の整備を行う。

施行期日 令和６年４月１日。ただし、

１の一部については、令和７年４月１日

２の一部については、条例の公布の日

13 介護保険法に基 指導監査室 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一

づく介護老人保 部改正に鑑み、介護老人保健施設の協力病院等の基準を改める等所要の

健施設の人員、 改正を行うものである。

施設及び設備並 【主な内容】

びに運営の基準 １ 介護老人保健施設の協力病院等の基準について、厚生労働省令と同

を定める条例の 一の基準に改める。

一部を改正する ２ その他規定の整備を行う。

条例 施行期日 令和６年４月１日。ただし、

１の一部については、令和７年４月１日

２の一部については、条例の公布の日
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令和６年２月岡山県議会定例会追加提案予定条例

（Ｎｏ．５）

番号 題 名 提 案 課 概 要

14 介護保険法に基 指導監査室 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

づく指定介護予 予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

防サービス等の 準の一部改正に鑑み、指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取

事業の人員、設 扱方針等の基準を改める等所要の改正を行うものである。

備及び運営並び 【主な内容】

に指定介護予防 １ 指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針等の基準に

サービス等に係 ついて、厚生労働省令と同一の基準に改める。

る介護予防のた ２ その他規定の整備を行う。

めの効果的な支 施行期日 令和６年４月１日。ただし、

援の方法の基準 １の一部については、令和６年６月１日又は令

等を定める条例 和７年４月１日

等の一部を改正 ２の一部については、条例の公布の日又は令和

する条例 ６年６月１日

15 健康保険法等の 指導監査室 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定

一部を改正する によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による

法律附則第百三 改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設に係る経過措置期

十条の二第一項 間の満了に伴い、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の

の規定によりな 二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六

おその効力を有 条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の

するものとされ 人員、設備及び運営の基準を定める条例を廃止するものである。

た同法第二十六 【主な内容】

条の規定による 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定

改正前の介護保 によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による

険法に基づく指 改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び

定介護療養型医 運営の基準を定める条例を廃止する。

療施設の人員、 （施行期日 令和６年４月１日）

設備及び運営の

基準を定める条

例を廃止する条

例

16 介護保険法に基 指導監査室 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正

づく介護医療院 に鑑み、介護医療院の協力病院等の基準を改める等所要の改正を行うも

の人員、施設及 のである。

び設備並びに運 【主な内容】

営の基準を定め １ 介護医療院の協力病院等の基準について、厚生労働省令と同一の基

る条例の一部を 準に改める。

改正する条例 ２ その他規定の整備を行う。

施行期日 令和６年４月１日。ただし、

１の一部については、令和７年４月１日

２の一部については、条例の公布の日
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